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区営住宅及び福祉住宅の使用承継制度の見直しについて 

 
区営住宅等については、入居者と非入居者間の公平性を確保するため、下記

のとおり使用承継制度を見直すこととする。 
 
記 

１．使用承継の許可の範囲 
⑴区営住宅の使用者（名義人）が死亡又は退去した場合に、使用者と同居し

ていた者に使用承継を許可する範囲を、次のとおりとする。 
①これまで配偶者及び三親等内の血族又は姻族に許可していたものを配偶

者のみとする。 
②但し、三親等内の高齢者、障害者等については、居住の継続に配慮する

ため、許可することとする。 
なお、高額所得者・収入超過者を除く。 
⑵福祉住宅（世帯用）については、使用承継できる親族の範囲を限定してい

ないが、区営住宅において使用承継を許可する範囲とする。 

 
２．見直しの背景、理由 
○国は、一昨年１２月の「公営住宅管理の適正な執行について」の通知のな

かで、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を確保するため、使用承継

の範囲を「原則として同居している配偶者及び高齢者、障害者等で特に居

住の安定を図る必要がある者」に限るべきとの指針を示している。 
○東京都は、都営住宅の使用承継制度について、利用機会の公平性を確保す

る観点から、国の指針に沿った改正を行っている。 
○区営住宅の入居者募集にあたっては例年多数の応募がある。昨年１１月に

行った際にも４６９名の応募があり、真に住宅に困窮する低額所得者に対

して区営住宅を提供することが必要とされる。 
 
３．今後の取り組み 
○区営住宅条例施行規則 

及び福祉住宅条例施行規則の改正   平成１９年２月 

○入居者への周知  ２月下旬に送付する住宅使用料決定通知書に案内同封



（参考） 
１．区営住宅入居者の世帯構成 
                   平成１８年１０月１日現在 

世 帯 の 種 別 世帯数 
単身世帯 １４９ 
配偶者のいる世帯 １６２ 
配偶者のいない２人以上の世帯 １１９ 

うち、６０歳以上の世帯員がいる世帯 ２４  
うち、障害者等の世帯員がいる世帯 ５ 

合 計 ４３０ 
※新井住宅２戸を除く 

 
２．区営住宅使用承継の件数と承継した者の続柄 

 件 数 配偶者 子 兄 弟 
平成１５年度    ６    ５    １    ０ 
平成１６年度    ３    ２    ０    １ 
平成１７年度    ７    ５    ２    ０ 
平成１８年度    ９    ９    ０    ０ 
合  計 ２５ ２１    ３    １ 
※平成１８年度の件数は、１２月末現在の実績 

 


